
構想区域の現状把握について

埼玉県保健医療部保健医療政策課

1

資料４－３



構想区域について

〇 本県の構想区域は、地域医療構想ガイドライン及び関連計画との整合性等を考慮し、二次保健医療圏と同様としている。

 地域医療構想ガイドライン（平成27年３月31日）
構想区域の設定にあたっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素
を勘案して検討する必要がある。

 下記の関連計画等との整合性
埼玉県５か年計画における地域特性の共通性や日常生活圏の一体性を考慮した「地域区分」

埼玉県高齢者支援計画における「老人福祉圏域」及び埼玉県障害者支援計画における「障害保健福祉圏域」

区域内保健所面積k㎡2）総人口１）市町村数区域内市町村区域

南部・川口85.25825,8593川口市・蕨市・戸田市南部

朝霞110.95738,7337
朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市

ふじみ野市・三芳町
南西部

春日部・草加
越谷市249.711,160,0097

春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市
吉川市・松伏町

東部

さいたま市217.431,350,5001さいたま市さいたま

鴻巣172.91532,1185鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町県央

東松山・坂戸
川越市

626.53782,57014

川越市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市
毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町

川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村
川越比企

狭山406.32766,3125所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市西部

加須・幸手473.95633,8879
行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市

幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町
利根

熊谷・本庄562.12494,1917
熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町

上里町・寄居町
北部

秩父892.6290,1195秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町秩父

3,797.757,374,29863
１）町（丁）字別人口調査 令和7年1月1日現在 結果報告
２）令和7年全国都道府県市区町村別面積調（7月1日時点）
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構想区域見直しに関する主な委員発言

推進会議（第1回～2回での構想区域に関する主な意見）の意見抜粋

〇 基本である区域がこれで適切なのかは先に決めないと、医療機関機能、病床機能報告など議論がかみ合わない。

〇 各々の病院の役割が医療圏と一致していないところが多分にあるのではないか。

〇 近隣には大きな病院はないが、市町や医療圏の境界にあったりと、急性期拠点や地域支援系など病院の仕組みが医療機関機能で分かれてくると

思われる。そこを勘案した上で、この区域で本当に良いのか、例えば救急医療がどのような形でどこで動いてるのかというパターンが必要。

〇 現在の2次医療圏を跨ぐような広域の圏域、在宅介護連携の圏域。在宅介護連携の圏域は県医師会を中心に拠点を設けて事業を行っており、職種

の連携も進んでいる。

〇 小児医療センターは、3次医療機関で広い範囲から患者が来ており、本来見るべき3次医療の課題のみならず2.5次を普段診療している状況であ

る。構想区域を見つめ直すとき、小児、周産期、一部の領域の区域のあり方を一緒に考えていただきたい。

調整会議（第1回～2回での構想区域に関する主な意見）の意見抜粋

〇 二次医療圏の見直しに際して、東部圏域においては患者や介護の連携などに準じた設定が必要があると思料する。

〇 埼玉県北部と群馬県との連携について、県はどのように考えているか。

〇 群馬県とは患者受け入れの費用負担の問題がある。課題として取り上げていただきたい。

構想区域について

〇 新たな地域医療構想における構想区域については、人口規模、医療需要の変化、医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から、医療提供体制

上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域の見直しを検討することが求められる。

〇 構想区域の設定に当たっては、引き続き二次医療圏を基本としつつ、人口規模が 20 万人未満の構想区域や 100 万人以上の構想区域等、医療

需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持、アクセス等の観点から医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域を見直す

ことが適当である。なお、二次医療圏の見直しに時間を要する場合は、構想区域の合併･分割等を先行して行うことも考えられる。

新たな地域医療構想に関するとりまとめ

構想区域の点検・見直しに当たっては、現状把握の上、論点を整理する必要がある。
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【参考】構想区域・救命救急医療圏・第二次救急医療圏・精神科救急医療圏
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構想区域の現状把握について

令和8年1月16日 第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 区域の点検・見直しにあたっての観点とデータ（案）から抜粋
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構想区域の現状把握について

人口推計（総人口）：二次医療圏（構想区域）ごと

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年3月推計）」
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構想区域の現状把握について

人口推計（７５歳以上） ：二次医療圏（構想区域）ごと

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年3月推計）」
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構想区域の現状把握について

人口推計（８５歳以上） ：二次医療圏（構想区域）ごと

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年3月推計）」
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構想区域の現状把握について

医療機関数

出典：令和６年医療施設（動態）調査、医療施設調査 令和５年医療施設（静態・動態）調査、各課提供資料 9
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病院（国
指定）
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(R6.10)

病院
(R6.10)

圏域

134833823036111213349531南部

11352961606431161138730南西部

2277514267880952164549東部

1331396414373164921571,06939さいたま

114623215014052229818県央

15238519645310512348948川越比企

12513071733551252343352西部

345264131339824333731利根

1158255138246931335534北部

114939362847秩父

1121415623,2811,921335849032322264,592339全県



【参考】構想区域の現状把握について

医療機関数（２０４０年推計人口１０万人あたり）

在宅患者訪問診
療施設
(R5)

薬局
(R7.12)

在宅療養支援
診療所
(R7.12)

在宅療養支援
病院

(R7.12)

一般診療所
(R6.10)

病院
(R6.10)

圏域

5.840.67.31.359.53.7南部

4.840.45.91.552.84.1南西部

7.046.47.20.858.24.4東部

10.247.112.00.778.52.9さいたま

9.648.48.41.062.23.8県央

7.353.97.41.468.46.7川越比企

7.444.58.01.762.87.5西部

8.348.97.21.562.45.7利根

13.559.410.72.182.67.9北部

16.573.44.59.0125.810.5秩父

8.147.28.41.366.04.9全県

出典：令和６年医療施設（動態）調査、医療施設調査 令和５年医療施設（静態・動態）調査、各課提供資料、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年3月推計）」
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構想区域の現状把握について

医療従事者数

薬剤師
（常勤換算）
（薬局薬剤師除く）

(R5)

看護師
（常勤換算）

(R5)

歯科医師
（常勤換算）

(R5)

医師
（常勤換算）

(R5)

圏域

198.33,206.7561.91,444.9南部

268.93,679.1566.01,650.0南西部

460.66,263.7878.02,824.3東部

416.97,614.81,253.13,720.3さいたま

208.23,103.4429.61,322.6県央

386.05,644.3829.62,595.9川越比企

366.05,225.4596.52,282.9西部

228.53,654.6501.11,370.5利根

171.82,824.4385.21,149.3北部

27.8418.173.5183.2秩父

2,733.041,634.56,074.518,543.9全県

出典：医療施設調査 令和５年医療施設（静態・動態）調査（病院、一般診療所、歯科診療所）、令和６年度（2024年度）衛生行政報告例 11



薬剤師
（常勤換算）
（薬局薬剤師除く）

(R5)

看護師
（常勤換算）

(R5)

歯科医師
（常勤換算）

(R5)

医師
（常勤換算）

(R5)

圏域

23.8385.667.6173.8南部

36.7501.977.2225.1南西部

41.6565.579.3255.0東部

30.6559.292.0273.2さいたま

43.5648.189.7276.2県央

54.0789.9116.1363.3川越比企

53.1757.986.5331.1西部

42.3677.192.8253.9利根

40.0657.589.7267.5北部

41.6625.9110.0274.3秩父

39.3598.887.4266.7全県

【参考】構想区域の現状把握について

医療従事者数（２０４０年推計人口１０万人あたり）

出典：医療施設調査 令和５年医療施設（静態・動態）調査（病院、一般診療所、歯科診療所）、令和６年度（2024年度）衛生行政報告例、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年3月推計）」 12



565 2,385 2,145 1,772 1,924 1,680 1,665 1,927 1,707 2,324 2,689 0

13,067 12,552 12,965 13,013 12,998 12,874 12,489 12,340 12,165 12,220 12,016 14,011

3,702 4,023 4,437 4,830 5,336 5,739 6,155 6,092 6,216 6,293 6,453 
16,717

23,992 24,674 24,118 24,702 25,126 24,763 24,764 24,820 24,770 24,132 24,569 
17,954

7,736 6,389 6,707 6,365 6,012 6,238 6,423 6,219 6,357 6,378 5,938 
5,52849,062 50,023 50,372 50,682 51,396 51,294 51,496 51,398 51,215 51,347 51,665 

54,210

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
必要病床数

構想区域の現状把握について

病床数（県全体）

1,829 1,533 1,680 1,982 1,707 2,324 0

12,752 12,939 12,617 12,214 12,197 11,869 14,011

13,379 13,997 13,935 12,913 12,752 14,141 16,717

18,678 18,704 18,694 19,248 18,666 16,746 
17,954

4,044 4,223 4,368 5,041 5,893 6,267 
5,52850,682 51,396 51,294 51,398 51,215 51,347 

54,210

2017年 2018年 2019年 2021年 2022年 2023年 2025年
必要病床数

病
床
機
能
報
告

定
量
基
準
分
析
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患者流出入数（南部・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

2,997 62 220 517 23 13 9 16 6 0 441

2,997 51 185 262 37 52 20 30 15 0 896

-455-14 -39 -11 -14 -9 0
流入過多（＋）
流出過多（－）

0 11 35 255

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【南部圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、東部、さいたまへの流出が多い。

【流入】
○ さいたまからの流入が特に多い。
○ 次いで、県外、東部からの流入が多い。
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患者流出入数（南西部・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

51 3,090 35 148 25 279 135 18 3 2 831

62 3,090 24 83 20 458 351 19 20 0 988

-1575 -179 -216 -1 -17 2
流入過多（＋）
流出過多（－）

-11 0 11 65

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【南西部圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、川越比企、西部への流出が多い。

【流入】
○ 県外からの流入が特に多い。
○ 次いで、さいたま、川越比企、西部からの流入が多い。
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患者流出入数（東部・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

185 24 5,445 281 24 12 8 273 4 1 793

220 35 5,445 228 40 47 16 178 16 0 1,309

-516-16 -35 -8 95 -12 1
流入過多（＋）
流出過多（－）

-35 -11 0 53

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【東部圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、南部、さいたま、利根への流出が多い。

【流入】
○ 県外からの流入が特に多い。
○ 次いで、南部、さいたま、利根からの流入が多い。
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患者流出入数（さいたま・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

262 83 228 4,720 399 74 23 244 25 3 263

517 148 281 4,720 297 199 49 231 45 1 623

-360102 -125 -26 13 -20 2
流入過多（＋）
流出過多（－）

-255 -65 -53 0

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【さいたま圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、南部への流出が特に多い。
○ 次いで、南西部、東部、県央、川越比企、利根への流出

が多い。

【流入】
○ 県外、南部、東部、県央、利根からの流入が多い。
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患者流出入数（県央・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

37 20 40 297 1,958 81 12 385 65 5 73

23 25 24 399 1,958 270 32 383 114 0 154

-810 -189 -20 2 -49 5
流入過多（＋）
流出過多（－）

14 -5 16 -102

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【県央圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、さいたま、川越比企、利根、北部への流出が多い。

【流入】
○ さいたま、利根からの流入が多い。
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患者流出入数（川越比企・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

52 458 47 199 270 4,754 519 79 263 77 379

13 279 12 74 81 4,754 710 59 205 4 250

129189 0 -191 20 58 73
流入過多（＋）
流出過多（－）

39 179 35 125

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【川越比企圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 西部への流出が特に多い。
○ 次いで、県外、南西部、北部への流出が多い。

【流入】
○ 西部からの流入が特に多い。
○ 次いで、県外、南西部、さいたま、県央、北部からの

流入が多い。
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患者流出入数（西部・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

20 351 16 49 32 710 5,345 28 50 71 885

9 135 8 23 12 519 5,345 9 18 2 855

3020 191 0 19 32 69
流入過多（＋）
流出過多（－）

11 216 8 26

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【西部圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、川越比企への流出が特に多い。
○ 次いで、南西部への流出が多い。

【流入】
○ 県外、川越比企からの流入が特に多い。
○ 次いで、南西部からの流入が多い。
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患者流出入数（利根・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

30 19 178 231 383 59 9 3,039 89 7 276

16 18 273 244 385 79 28 3,039 218 0 450

-174-2 -20 -19 0 -129 7
流入過多（＋）
流出過多（－）

14 1 -95 -13

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【利根圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、東部、さいたま、県央、北部への流出が多い。

【流入】
○ 県外、東部、さいたま、県央からの流入が多い。
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患者流出入数（北部・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

15 20 16 45 114 205 18 218 3,047 184 252

6 3 4 25 65 263 50 89 3,047 5 579

-32749 -58 -32 129 0 179
流入過多（＋）
流出過多（－）

9 17 12 20

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【北部圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、川越比企への流出が多い。

【流入】
○ 県外、県央、川越比企、利根、秩父からの流入が多い。

22



患者流出入数（秩父・入院）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院・有床診療所における入院レセプトの診療実日数を集計したもの。
都道府県内二次医療圏間の流出入数は患者調査の表章単位百人以下の場合0と表記されるため、医師偏在指標作成に使用した流出入数と異なる場合がある。

0 0 0 1 0 4 2 0 5 461 15

0 2 1 3 5 77 71 7 184 461 34

-19-5 -73 -69 -7 -179 0
流入過多（＋）
流出過多（－）

0 -2 -1 -2

流入

北部 秩父西部 利根 県外

流出

南部 南西部 東部 さいたま 県央
川越
比企

【秩父圏域】入院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 北部地域への流出が多い。
○ 次いで、川越比企、西部へ一定の流出がある。

【流入】
○ 他圏域からの流入が極めて少ない。
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患者流出入数（南部・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

19,625 81 357 1,276 44 24 20 41 11 1 687

19,625 45 542 1,419 36 22 12 20 10 1 2,759

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

0 36 -185 -143 8 2 8 21 1 0 -2,072

【南部圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、さいたまへの流出が特に多い。
○ 次いで、東部への流出が多い。

【流入】
○ さいたまからの流入が特に多い。
○ 次いで、県外、東部からの流入が多い。
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患者流出入数（南西部・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

45 16,364 23 148 22 830 182 14 10 2 850

81 16,364 27 279 18 563 222 8 12 2 3,760

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-36 0 -4 -131 4 267 -40 6 -2 0 -2,910

【南西部圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、さいたま、川越比企、西部への流出が多い。

【流入】
○ 県外、さいたま、川越比企、西部からの流入が多い。
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患者流出入数（東部・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

542 27 29,492 506 29 16 13 706 8 1 1,348

357 23 29,492 776 40 24 12 166 11 2 3,538

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

185 4 0 -270 -11 -8 1 540 -3 -1 -2,190

【東部圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、南部、さいたま、利根への流出が多い。

【流入】
○ 県外からの流入が特に多い。
○ 次いで、南部、さいたま、利根からの

流入が多い。
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患者流出入数（さいたま・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

1,419 279 776 37,185 1,870 279 76 850 92 5 1,244

1,276 148 506 37,185 486 222 33 258 30 2 2,505

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

143 131 270 0 1,384 57 43 592 62 3 -1,261

【さいたま圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、南部への流出が特に多い。
○ 次いで、南西部、東部、県央、川越比企、利根への

流出が多い。

【流入】
○ 県外、南部、県央からの流入が特に多い。
○ 次いで、南西部、東部、川越比企、

利根からの流入が多い。
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患者流出入数（県央・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

36 18 40 486 13,708 218 14 910 105 2 194

44 22 29 1,870 13,708 295 16 693 193 1 614

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-8 -4 11 -1,384 0 -77 -2 217 -88 1 -420

【県央圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 さいたまへの流出が特に多い。
○ 次いで、県外、川越比企、利根、北部への流出が多い。

【流入】
○ 県外、さいたま、川越比企、利根、北部からの

流入が多い。
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患者流出入数（川越比企・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

22 563 24 222 295 20,719 919 87 466 79 435

24 830 16 279 218 20,719 663 39 220 6 902

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-2 -267 8 -57 77 0 256 48 246 73 -467

【川越比企圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外、南西部、さいたま、県央、西部、北部への

流出が多い。

【流入】
○ 県外、南西部、さいたま、県央、西部、北部からの

流入が多い。
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患者流出入数（西部・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

12 222 12 33 16 663 18,917 14 33 47 1,027

20 182 13 76 14 919 18,917 7 13 9 2,012

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-8 40 -1 -43 2 -256 0 7 20 38 -985

【西部圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、南西部、川越比企への流出が多い。

【流入】
○ 県外からの流入が特に多い。
○ 次いで、南西部、川越比企からの流入が

多い。
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患者流出入数（利根・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

20 8 166 258 693 39 7 15,214 181 2 572

41 14 706 850 910 87 14 15,214 547 4 1,191

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-21 -6 -540 -592 -217 -48 -7 0 -366 -2 -619

【利根圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、東部、さいたま、県央、北部への流出が多い。

【流入】
○ 県外、東部、さいたま、県央、北部からの流入が多い。
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患者流出入数（北部・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

10 12 11 30 193 220 13 547 13,303 124 435

11 10 8 92 105 466 33 181 13,303 43 1,257

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

-1 2 3 -62 88 -246 -20 366 0 81 -822

【北部圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 県外への流出が特に多い。
○ 次いで、県央、川越比企、利根への流出が多い。

【流入】
○ 県外、川越比企、利根、秩父からの流入が多い。
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患者流出入数（秩父・外来）

（図について）
県内の圏域間を結ぶ矢印は、圏域間の流出入を示すもの。 矢印の始点、終点が特定の市町村との流出入を示すものではない。
県内の圏域と県外を結ぶ矢印は県内の圏域と県外との流出入を示すもの。矢印の方向が、特定の方角にある都道府県との流出入を示すものではない。

（データの出典について）
ＮＤＢの令和６年4月から７年3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）から集計したもの。

1 2 2 2 1 6 9 4 43 2,727 28

1 2 1 5 2 79 47 2 124 2,727 70

川越
比企

西部 利根 北部 秩父 県外

流入

南部 南西部 東部 さいたま 県央

流出

流入過多（＋）
流出過多（－）

0 0 1 -3 -1 -73 -38 2 -81 0 -42

【秩父圏域】外来院患者流出入数（人/日）

【流出】
〇 北部地域への流出が多い。
○ 次いで、川越比企、西部へ一定の流出がある。

【流入】
○ 他圏域からの流入が極めて少ない。
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二次医療圏ごとの入院患者流出入（総括表）

施設所在地
患者住所地

2,997 51 185 262 37 52 20 30 15 0 896
62 3,090 24 83 20 458 351 19 20 0 988
220 35 5,445 228 40 47 16 178 16 0 1,309
517 148 281 4,720 297 199 49 231 45 1 623
23 25 24 399 1,958 270 32 383 114 0 154
13 279 12 74 81 4,754 710 59 205 4 250
9 135 8 23 12 519 5,345 9 18 2 855
16 18 273 244 385 79 28 3,039 218 0 450
6 3 4 25 65 263 50 89 3,047 5 579
0 2 1 3 5 77 71 7 184 461 34

441 831 793 263 73 379 885 276 252 15 -県外
秩父

川越
比企

西部 利根 北部

県央
川越比企
西部
利根
北部

秩父 県外南部 南西部 東部 さいたま 県央

南部
南西部
東部

さいたま
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二次医療圏ごとの外来患者流出入（総括表）
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